
令和６事業年度監事監査計画

１ 監査方針

独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構における監事の監査に関する規則

（平成２７年駐労規第１３号。以下「規則」という。）に基づき、独立行政法

人駐留軍等労働者労務管理機構（以下「機構」という。）の業務の合理的かつ

効率的な運営と会計に関する事務処理の法令等に従った適正な実施の観点に立

ち、機構の業務の全般にわたり、業務監査及び会計監査を年間を通じて行うと

ともに、実施時期を定めて実地により行う。

２ 対象期間

原則として令和６事業年度

３ 重視事項

(1) 業務運営の効率化

ア 業務運営の状況

(ｱ) 業務の効率化・組織改編

(ｲ) 情報管理の状況

イ 駐留軍等労働者へのサービス向上に向けての業務改善の状況

ウ 契約業務

(ｱ) 契約の状況

(ｲ) 随意契約の適正化の状況

(ｳ) 調達等合理化の取組の推進の状況

(2) 財務の状況

ア 財務諸表

イ 経費縮減の状況

(3) 駐留軍等労働者に関する業務の状況

ア 労務管理業務の状況

イ 給与業務の状況

ウ 福利厚生業務の状況

(4) 人事管理の状況

(5) 保有資産に係る措置の状況

(6) 内部統制等の状況

ア 内部統制の推進の状況

イ リスク管理の状況

(7) 理事長の意思決定の状況

(8) 情報公開・個人情報の保護に関する業務の状況

(9) 機構の広報活動の状況



４ 被監査部署及び実施時期

月
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

部署

本 部 ○ ○

佐世保 ○

支

京丹後 ○

三沢 ○

部

横田 ○

※１ 本部については、内部監査と同一日程で実施する。

※２ 監事の都合又は業務の状況等により、実施時期に変更が生じることが

ある。

５ その他

(1) 詳細な監査項目は、別途作成する。

(2) 詳細な監査日程等については、監事の補助者（規則第６条に規定する「補

助者」をいう。以下同じ。）と被監査部署とが個別に調整する。

(3) 効率的な監査の実施のため、監事の指示により補助者が、被監査部署に対

し、事前に監査の実施上必要な事項に係る帳簿その他資料の提出や質問照会

を求めることがある。

(4) 必要に応じ、監事の指示により補助者が、被監査部署以外の部署に対して

資料の提出等を求めることがある。

(5) 当該監査の精確性を期すため、内部監査部門（評価・監査役）の監査結果

も活用する。

以 上


